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薩英戦争時のイギリス艦隊の進路

祇園之洲砲台跡
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る
。
市
来
四
郎
は
そ
の
様
子
を
「
春
日
艦
等
ノ
水
夫
ハ
、
各
所
ノ
砲
台
ニ
上
リ
砲

架
ヲ
破
潰
シ
、
火
門
ニ
釘
ス
」
と
記
し
て
い註
５
２る
。
西
南
戦
争
に
よ
っ
て
鹿
児
島
の

砲
台
群
は
そ
の
歴
史
に
幕
を
下
ろ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

註

　
　

１　
　
『
斉
興
公
史
料
』
三
三
三
「
天
保
八
年
山
川
港
ニ
英
艦
渡
来
ノ
事
実
」

　
　

２　
　

弘
化
元
年
八
月
「
従
大
和
下
状
」（『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
二
巻
）

　
　

３　
　
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
一
四
五
頁

　
　

４　
　
『
斉
興
公
史
料
』
三
三
五
「
封
内
沿
海
之
守
備
」

　
　

５　
　

原
剛
『
幕
末
海
防
史
の
研
究
』
三
〇
五
頁

　
　

６
・
７　
『
斉
興
公
史
料
』
五
四
七
「
安
田
助
左
衛
門
日
記
抄
」

　
　

８　
　
『
鎌
田
正
純
日
記
』

　
　

９　
　
『
根
占
町
郷
土
誌
』

　
　

１
０　
『
薩
藩
海
軍
史
』
上
「
仏
英
艦
琉
球
に
来
り
て
互
市
を
請
ふ
」

　
　

１
１　

芳
即
正
『
調
所
広
郷
』
二
一
三
頁

　
　

１
２　
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
二
一
頁

　
　

１
３　
『
斉
彬
公
史
料
』
第
四
巻
、「
順
聖
公
御
事
跡
并
年
譜
」

　
　

１
４　
『
斉
興
公
史
料
』
六
二
七
「
鎌
田
正
純
日
記
抄
」

　
　

１
５　
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
二
一
頁

　
　

１
６　
『
佐
賀
藩
銃
砲
沿
革
史
』
二
〇
七
頁

　
　

１
７　
『
斉
興
公
史
料
』
七
〇
六
「
安
田
助
左
衛
門
日
記
抄
」

　
　

１
８　
『
斉
興
公
史
料
』
六
八
四
「
総
覧
」

　
　

１
９　
『
斉
彬
公
史
料
』
第
一
巻
一
三
七
「
安
田
助
左
衛
門
日
記
抄
」

　
　

２
０　

�『
斉
彬
公
史
料
』
第
一
巻
一
九
八
ノ
五
「
妙
円
寺
・
日
新
寺
其
他
御
参
詣
行
列
」

　
　

２
１　
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
一
五
〇
頁

　
　

２
２　
『
斉
彬
公
史
料
』
第
一
巻
二
二
六
「
総
覧
」

　
　

２
３　
『
新
納
久
仰
雑
譜
』
嘉
永
六
年
一
月
十
二
日
条

　
　

２
４　
『
斉
彬
公
史
料
』
第
一
巻
二
六
二
「
藩
内
事
跡
総
覧
」

　
　

２
５
・
２
６　

２
１
に
同
じ

　
　

２
７　
『
新
納
久
仰
雑
譜
』、
安
政
元
年
八
月
二
十
四
日
条

　
　

２
８　

�『
斉
彬
公
史
料
』
第
一
巻
二
七
四
「
高
輪
・
田
町
両
邸
ニ
砲
台
建
築
ノ
請
願
」

　
　

２
９　
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
一
五
二
頁

　
　

３
０　

��『
斉
彬
公
史
料
』
第
二
巻
五
三
七
「
越
前
藩
士
阿
部
又
三
郎
・
村
田
巳
三
郎
ノ
来
麑
」

　
　

３
１　
『
新
納
久
仰
雑
譜
』

　
　

３
２　

３
０
に
同
じ

　
　

３
３　

�「
薩
州
見
取
絵
図
」
は
、
鍋
島
藩
主
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
が
財
団
法
人
鍋
島
報
效

会
に
、
武
雄
鍋
島
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
が
武
雄
市
歴
史
資
料
館
に
あ
る
。
新
波
止

砲
台
の
図
は
武
雄
市
蔵
の
も
の
に
は
な
い
。

　
　

３
４　

�

カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
』
邦
訳
水
田
信
利　
（
平
凡
社

東
洋
文
庫
二
六
、九
四
頁
）

　
　

３
５　
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
一
五
六
頁

　
　

３
６　
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
日
々
』
一
一
一
頁

　
　

３
７　
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
三
九
二
頁

　
　

３
８　
『
忠
義
公
史
料
』
第
二
巻
一
七
三
「
軍
制
改
革
令
」

　
　

３
９　
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
三
九
二
頁

　
　

４
０　

�『
忠
義
公
史
料
』
第
二
巻
三
六
五
「
諸
砲
台
装
置
砲
数
」、
四
〇
四
「
鹿
児
島
湾
内

各
所
砲
台
装
置
ノ
砲
数
」

　
　

４
１　
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
四
三
〇
頁

　
　

４
２　
『
新
納
久
仰
雑
譜
』
安
政
五
年
七
月
八
日
条

　
　

４
３　

��「
キ
ュ
ー
パ
ー
提
督
の
公
式
報
告
書
翰
」（
金
井
圓
編
訳
『
描
か
れ
た
幕
末
明
治
』

雄
松
堂
出
版
）

　
　

４
４　

�

ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
『
一
外
交
官
の
見
た
明
治
維
新
』
上
一
〇
九
頁

　
　

４
５　
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
五
五
一
頁

　
　

４
６　

�『
忠
義
公
史
料
』
第
六
巻
六
〇
二
「
神
瀬
砲
台
築
造
ノ
形
状
」。
輸
入
砲
に
つ
い
て

は
、『
薩
藩
海
軍
史
』
中
五
九
一
頁
に
は
九
十
ポ
ン
ド
砲
な
ど
八
十
九
門
の
ア
メ

リ
カ
製
大
砲
を
購
入
し
た
と
あ
る
。

　
　

４
７　
『
薩
藩
海
軍
史
』
中
一
五
八
頁

　
　

４
８　
『
薩
藩
海
軍
史
』
下
一
〇
一
五
頁

　
　

４
９　

�『
忠
義
公
史
料
』
第
七
巻
一
「
島
津
忠
義
祇
園
之
洲
砲
台
射
撃
ヲ
臨
検
ス
」

　
　

５
０　
『
鹿
児
島
県
史
』
第
三
巻
五
七
一
頁

　
　

５
１　

�
田
村
省
三「
祇
園
之
洲
台
場
と
薩
摩
藩
の
海
防
政
策
」（
鹿
児
島
市
教
育
委
員
会『
祇

園
之
洲
砲
台
跡
』）

　
　

５
２　

�『
丁
丑
擾
乱
記
』
二
五
「
勅
使
鹿
児
島
御
着
」（『
西
南
戦
争
』
第
一
巻
収
録
）



－ 133 －

門
口
・
天
保
山
砲
台
と
砲
撃
戦
を
交
え
な
が
ら
南
下
、
谷
山
で
一
夜
を
過
ご
し
、

翌
四
日
、
鹿
児
島
湾
を
後
に
し
た
。
こ
の
時
、
沖
小
島
の
和
式
砲
術
隊
も
奮
戦
し

た
が
、
命
中
弾
を
与
え
て
も
、
威
力
不
足
で
軍
艦
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。

　

二
日
間
に
わ
た
る
戦
闘
で
薩
摩
側
は
西
欧
の
科
学
技
術
の
凄
ま
じ
さ
を
身
を
以

て
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
洋
式
忌
避
の
風
潮
は
一
掃
さ
れ
、
西
欧
の
科
学
技
術
導
入

を
進
め
た
斉
彬
の
政
策
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
藩
は
直
ち
に
砲
台
の
修

復
に
着
手
、
焼
失
し
た
集
成
館
に
仮
工
場
を
築
き
二
十
四
斤
砲
の
製
造
に
力
を
注

い
だ
。
斉
彬
没
後
に
中
断
さ
れ
て
い
た
神
瀬
砲
台
も
、
七
月
十
八
日
築
造
工
事
が

始
ま
り
、
長
崎
に
い
た
中
原
猶
助
は
二
百
斤
か
ら
五
十
斤
ま
で
の
鉄
製
砲
四
十
門

余
を
購
入
し註
４
６た
。
さ
ら
に
、
祇
園
之
洲
砲
台
の
北
側
の
東
福
ヶ
城
・
風
月
亭
の
両

所
と
磯
に
砲
台
が
新
造
さ
れ
、
東
福
ヶ
城
砲
台
に
は
、
二
十
四
封
度
砲
一
門　

十
八
封
度
砲
一
門　

十
二
封
度
砲
四
門　

二
十
拇
臼
砲
一
門　

十
五
拇
臼
砲
一
門

が
、
風
月
亭
砲
台
に
は
十
二
封
度
砲
二
門　

六
封
度
砲
一
門
、
磯
砲
台
に
は
軽
砲

数
門
が
配
備
さ
れ註
４
７た
。
ま
た
、
旧
式
な
砲
車
を
備
え
て
い
た
新
波
止
砲
台
、
天
保

山
砲
台
も
キ
ス
ト
砲
架
に
改
め
ら
れ
た
よ
う
で
、
両
砲
台
の
跡
に
は
、
キ
ス
ト
砲

架
用
の
半
円
形
の
石
組
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　

幕
末
・
明
治
期
の
砲
台

　

薩
摩
藩
は
、
砲
台
修
復
と
並
行
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
の
和
解
を
模
索
し
て
い
た
。

十
一
月
に
は
薩
摩
藩
が
賠
償
金
を
支
払
い
（
幕
府
立
て
替
え
）、
犯
人
を
捜
索
す

る
こ
と
を
約
束
す
る
（
イ
ギ
リ
ス
側
が
事
実
上
不
問
に
付
す
）
こ
と
で
和
解
が
成

立
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
対
外
的
な
危
機
感
も
薄
れ
た
。
逆
に
薩
英
戦
争
頃
か

ら
幕
府
と
の
関
係
が
悪
化
、
薩
摩
藩
の
軍
備
も
外
国
軍
艦
の
来
航
に
備
え
た
も
の

か
ら
、
国
内
戦
に
向
け
た
も
の
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
。
こ
の
た
め
神
瀬
砲
台

の
築
造
は
再
び
中
止
さ
れ
、
海
防
体
制
は
薩
英
戦
争
時
か
ら
若
干
強
化
さ
れ
た
だ

け
の
状
態
に
留
ま
っ
た
。
そ
し
て
、そ
の
状
態
で
明
治
維
新
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
三
年
七
月
に
鹿
児
島
藩
が
兵
部
省
に
提
出
し
た
兵
器
届
に
「
大
砲
二
百
七

拾
八
門
」
と
あ
る
。
こ
の
中
に
は
短
四
斤
砲
（
八
十
門
）
の
よ
う
な
陸
戦
用
も
含

ま
れ
て
い
る
が
、
百
五
十
ポ
ン
ド
砲
（
二
門
）、
八
十
ポ
ン
ド
砲
（
十
八
門
）
と

並
ん
で
六
十
ポ
ン
ド
後
装
砲
（
九
門
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
き
さ
か
ら
六
十
ポ

ン
ド
後
装
砲
は
台
場
砲
と
思
わ
れ註
４
８る
。
翌
明
治
四
年
二
月
、
藩
主
島
津
忠
義
が
祇

園
之
洲
砲
台
の
射
撃
訓
練
を
視
察
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
舶
来
元
込
砲
ノ
試

撃
」
で
あ
っ
た
と
い註
４
９う
。
ま
た
、
同
年
、
鹿
児
島
城
下
の
砲
台
の
備
砲
お
よ
び
兵

力
は
、
調
練
場
（
天
保
山
）
が
砲
十
一
門
、
兵
百
五
十
名
、
大
門
口
砲
台
が
七
門
、

七
十
八
名
、
弁
天
波
止
一
番
が
八
門
、
八
十
八
名
、
同
二
番
が
八
門
、
九
十
名
、

新
波
止
が
八
門
、
八
十
三
名
、
祇
園
之
洲
九
門
、
四
十
名
、
東
福
城
・
風
月
亭
が

八
門
、
九
十
名
、
計
五
十
九
門
、
六
百
十
九
名
で
あ
っ註
５
０た
。

　

明
治
五
年
、
明
治
天
皇
が
鹿
児
島
を
巡
幸
し
、
集
成
館
・
新
波
止
砲
台
な
ど
を

視
察
し
た
。
お
召
艦
隊
と
天
保
山
・
洲
崎（
大
門
口
）・
弁
天
波
止
・
祇
園
之
洲
上（
東

福
ヶ
城
・
風
月
亭
か
？
）
祇
園
之
洲
下
砲
台
と
模
擬
砲
撃
戦
も
行
わ
れ
た
。
ま
た
、

天
皇
に
随
行
し
た
カ
メ
ラ
マ
ン
内
田
九
一
は
磯
や
祇
園
之
洲
の
写
真
を
撮
影
し
て

い
る
。
鹿
児
島
県
立
図
書
館
に
あ
る
「
薩
藩
砲
台
図
稿
本
」
は
明
治
天
皇
の
巡
幸

に
際
し
て
作
製
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い註
５
１る
。

　

明
治
天
皇
の
鹿
児
島
巡
幸
か
ら
五
年
後
、西
南
戦
争
が
勃
発
し
た
。
そ
の
最
中
、

明
治
十
年
三
月
、
西
郷
軍
と
政
府
軍
が
熊
本
方
面
で
死
闘
を
繰
り
広
げ
て
い
る
時

に
、
勅
使
柳
原
前
光
が
護
衛
の
陸
軍
一
大
隊
半
・
巡
査
七
百
を
護
衛
に
従
え
、
伊

東
祐
麿
海
軍
少
将
が
率
い
る
軍
艦
春
日
・
筑
波
・
龍
驤
に
分
乗
し
て
鹿
児
島
に
や
っ

て
来
た
。
そ
の
際
、
伊
東
少
将
に
対
し
砲
台
・
集
成
館
・
旧
火
薬
局
の
処
分
が
命

じ
ら
れ
て
お
り
、
涯
軍
部
隊
が
そ
の
命
に
従
い
砲
台
を
破
壊
し
て
い
っ
た
の
で
あ



－ 134 －

　

結
局
、
備
砲
の
一
部
換
装
を
除
い
て
、
斉
彬
が
亡
く
な
っ
た
後
の
状
況
の
ま
ま

文
久
三
年
六
月
二
十
七
日
の
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
来
航
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
来

航
時
の
備
砲
つ
い
て
は
『
忠
義
公
史註
４
０料
』
や
『
薩
藩
海
軍註
４
１史
』
に
資
料
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
が
、
数
字
が
一
致
し
な
い
。『
薩
藩
海
軍
史
』
の
資
料
が
大
砲
ご
と
に

配
置
人
名
を
記
し
た
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
最
も
正
確
な
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。『
薩
藩
海
軍
史
』
に
記
さ
れ
た
備
砲
は
左
の
通
。

　
　

砂
揚
場
（�

天
保
山
）　

二
十
四
听
短
砲
二
、
三
十
六
听
爆
砲
（
ボ
ン
カ
ノ
ン
）

二
、二
十
拇
臼
砲
二
、十
八
听
短
砲
二
、八
十
听
爆
砲
一
、六
听
野
戦

砲
二

　
　

大
門
口　

三
十
六
听
爆
砲
三
、二
十
拇
臼
砲
一
、
野
戦
砲
四

　
　

南
波
戸
（
臨
時
砲
台
）　

野
戦
砲
二
、
臼
砲
三

　
　

弁
天
波
戸�　

百
五
十
爆
砲
一
、五
十
封
度
臼
砲
二
、八
十
封
度
加
農
二
、

三
十
六
封
度
十
二

　
　

新
波
戸　

�

三
十
六
听
爆
砲
五
、百
五
十
爆
砲
一
、六
听
野
戦
砲
三
、二
十
拇
臼

砲
一
、八
十
听
爆
砲
一

　
　

祇
園
之
洲　

二
十
四
听
長
砲
四
、八
十
听
爆
砲
一
、二
十
拇
臼
砲
一

　
　

桜
島
横
山
（
袴
腰
）　

二
十
四
听
短
砲
一
、十
八
听
二
、十
五
拇
忽
砲
一

　
　

烏
島　
　

十
二
听
野
戦
砲
二
、六
听
野
戦
砲
一

　
　

洗
出
（
赤�

水
）　

十
八
听
短
砲
一
、十
二
听
短
砲
二
、十
听
野
戦
砲
一
、六
听
野

戦
砲
二

　
　

沖
小
島　

三
貫
目
砲
五
、百
目
砲
十

　

こ
れ
ら
備
砲
の
射
程
だ
が
、
安
政
五
年
七
月
八
日
、
天
保
山
砲
台
で
八
十
ポ
ン

ド
砲
・
三
十
六
ポ
ン
ド
砲
・
十
八
ポ
ン
ド
砲
の
砲
撃
訓
練
が
行
わ
れ
た
際
、
約

三
千
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
神
瀬
を
標
的
に
し
て
い註
４
２る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
三
千

メ
ー
ト
ル
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
城
下
中
心
部
辺
り
で
、
鹿
児
島
城
下
と
桜
島

の
距
離
は
約
四
千
メ
ー
ト
ル
。
城
下
と
桜
島
に
砲
台
を
配
置
す
れ
ば
、
正
面
海
域

は
十
分
に
カ
バ
ー
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
弾
丸
は
球
形
弾
で
、
内
部
に
導
火

線
を
入
れ
て
燃
焼
時
間
を
調
整
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
木
管
を
使
っ
て
爆
発
さ
せ

る
炸
裂
弾
と
、
鉄
の
か
た
ま
り
で
、
砲
台
に
備
え
ら
れ
た
玉
焼
竈
で
真
っ
赤
に
な

る
の
で
加
熱
し
て
発
射
す
る
焼
玉
（
ホ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ト
）
な
ど
が
あ
っ
た
。

　

戦
闘
は
七
月
二
日
正
午
頃
に
は
じ
ま
っ
た
。
こ
の
日
早
朝
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
交

渉
を
有
利
に
し
よ
う
と
薩
摩
藩
所
有
の
汽
船
の
拿
捕
に
踏
み
切
っ
た
。
薩
摩
側
は

こ
れ
を
戦
闘
行
為
と
見
な
し
、
艦
隊
に
向
け
砲
撃
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ

リ
ス
側
は
戦
闘
準
備
を
調
え
て
な
く
、
足
手
ま
と
い
に
な
る
薩
摩
藩
の
汽
船
を
焼

却
し
、
湾
奥
に
離
脱
。
戦
闘
準
備
を
調
え
た
上
で
、
花
倉
（
現
鹿
児
島
市
吉
野
町
）

沖
か
ら
単
縦
陣
で
南
下
し
、
薩
摩
側
の
砲
台
と
激
し
い
砲
撃
戦
を
交
え
た
。
こ
の

時
の
様
子
を
、
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
の
キ
ュ
ー
パ
ー
提
督
は
「
命
中
率
の
い
い
砲
撃
に

さ
ら
さ
れ
、か
な
り
苦
戦
」
し
た註
４
３と
、ア
ー
ガ
ス
号
に
搭
乗
し
て
い
た
外
交
官
ア
ー

ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
も
、「
旗
艦
ユ
リ
ア
ラ
ス
号
の
艦
長
と
ウ
ィ
ル
モ
ッ
ト
中
佐
が
、

第
七
砲
台
（
新
波
止
砲
台
）
か
ら
発
射
さ
れ
た
球
形
弾
に
あ
た
っ
て
戦
死
」「
十

イ
ン
チ
の
破
裂
弾
（
百
五
十
ポ
ン
ド
砲
弾
か
？
）
が
艦
（
ユ
リ
ア
ラ
ス
）
の
主
甲

板
で
炸
裂
」「
堂
々
た
る
軍
艦
も
す
っ
か
り
窮
地
に
陥
っ
た
」
と
記
し
て
い註
４
４る
。

　

一
方
、
着
発
信
管
が
付
い
た
椎
の
実
形
の
砲
弾
を
発
射
す
る
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン

グ
砲
も
威
力
を
発
揮
し
、
薩
摩
側
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
。
特
に
祇
園
之
洲
沖

で
レ
ー
ス
ホ
ー
ス
が
座
礁
、
こ
れ
を
救
助
す
る
た
め
祇
園
之
洲
砲
台
に
集
中
攻
撃

を
浴
び
せ
た
た
め
、
祇
園
之
洲
砲
台
の
砲
は
、
一
門
を
残
し
て
破
壊
さ
れ
た
。
弁

天
波
止
砲
台
も
一
時
退
去
が
命
じ
ら
れ
、
新
波
止
砲
台
も
火
門
に
釘
を
打
ち
、
弾

薬
を
破
棄
し
て
撤
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い註
４
５る
。

　

夕
刻
に
一
日
目
の
戦
闘
が
終
わ
り
、
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
は
桜
島
の
小
池
沖
で
夜
を

明
か
し
た
。
そ
し
て
、
翌
三
日
、
桜
島
の
袴
腰
・
烏
島
・
沖
小
島
、
城
下
側
の
大
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れ
る
。
キ
ス
ト
砲
架
採
用
以
前
の
砲
架
は
、
背
の
低
い
箱
形
の
砲
車
で
、
下
部
に

四
つ
の
車
輪
が
付
い
て
い
た
（「
薩
英
戦
争
絵
巻
」
新
波
止
砲
台
部
分
参
照
）。
砲

車
は
、発
射
の
反
動
で
後
方
に
さ
が
っ
た
大
砲
を
前
に
押
し
戻
す
の
は
容
易
だ
が
、

砲
を
左
右
に
振
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
砲
座
も
前
後
の
移
動
を
想

定
し
た
だ
け
の
方
形
で
、
射
界
も
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
射
界
部
分
に
砲
門
を
設

け
、
そ
の
周
り
は
高
い
防
護
壁
が
築
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
キ
ス
ト
砲
架
の
採

用
に
よ
り
左
右
に
射
界
が
広
が
り
、
砲
座
が
方
形
か
ら
、
内
陸
側
に
半
円
形
に
広

が
る
も
の
に
変
わ
り
、
射
界
を
遮
る
防
護
壁
が
撤
去
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
紹
介
し
た
「
薩
州
見
取
絵
図
」
の
弁
天
波
止
砲
台
図
は
、
方
形
砲
座
が
描

か
れ
て
い
る
。『
薩
藩
海
軍
史
』
に
は
、
弁
天
波
止
・
新
波
止
な
ど
城
下
の
砲
台

図
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
い
つ
頃

の
状
況
の
も
の
か
定
か
で
は
な
い

が
、
弁
天
波
止
砲
台
の
図
は
「
薩

州
見
取
絵
図
」に
類
似
し
て
お
り
、

ま
た
い
ず
れ
も
砲
門
ら
し
き
も
の

が
描
か
れ
て
お
り
、
砲
車
時
代
の

状
況
を
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。ま
た
、文
久
三
年（
一
八
六
三
）

の
薩
英
戦
争
の
様
子
を
描
い
た

「
薩
英
戦
争
絵
巻
」
で
は
、
祇
園

之
洲
・
弁
天
波
止
・
大
門
口
砲
台

は
キ
ス
ト
砲
架
と
な
っ
て
い
る
。

薩
英
戦
争
ま
で
に
、
弁
天
波
止
・

大
門
口
砲
台
で
も
祇
園
之
洲
同
様

の
改
造
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
安
政
四
年
閏
五
月
頃
、
福
井
藩
士
た
ち
が
弁
天
波
止
砲
台
を
見
た
時
に

大
砲
が
備
え
ら
れ
て
い
た
の
に
、
二
ヶ
月
後
、
佐
賀
藩
士
た
ち
が
見
た
時
に
は
な

に
も
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
、
旧
式
砲
架
か
ら
キ
ス
ト
砲
架
へ
の
換
装
、
改
造
が

行
わ
れ
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
理
解
で
き
る
。ま
た
、「
薩
英
戦
争
絵
巻
」

に
、
新
波
止
・
天
保
山
の
両
砲
台
の
備
砲
が
旧
式
砲
架
の
ま
ま
描
か
れ
て
い
る
の

は
、
キ
ス
ト
砲
架
へ
の
換
装
、
砲
台
の
改
造
が
、
斉
彬
生
前
に
完
了
・
着
手
さ
れ

て
い
た
も
の
に
止
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

薩
英
戦
争

　

文
久
二
年
八
月
、
武
蔵
国
生
麦
村
（
現
横
浜
市
）
で
薩
摩
藩
士
に
よ
る
イ
ギ
リ

ス
人
殺
傷
事
件
（
生
麦
事
件
）
が
お
こ
り
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
薩
摩
藩
に
犯
人
処
刑

と
賠
償
金
支
払
い
を
求
め
た
。
薩
摩
藩
は
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
と
も
に
、
イ
ギ
リ

ス
艦
隊
に
よ
る
報
復
攻
撃
に
備
え
防
衛
体
制
の
強
化
を
図
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
藩
首
脳
部
の
中
に
、
斉
彬
の
よ
う
に
西
欧
の
科
学
技
術
に
通
じ
た

も
の
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
洋
式
で
は
「
兎
角
人
心
之
帰
嚮
薄
ク
」「
慶
長
以
前

ノ
制
ニ
従
ヒ
」
と
、
西
洋
式
歩
兵
調
練
を
廃
止
し
て
、
戦
国
期
の
も
の
に
復
す
有

様
で
あ
っ
た
。
砲
台
の
備
砲
に
関
し
て
は
「
是
迄
之
通
西
洋
ノ
規
則
ニ
基
キ
」
と

さ
れ
た
も
の
の
、「
万
事
彼
之
法
制
ヲ
学
ヒ
候
儀
ハ
、我
国
風
ニ
不
応
儀
モ
可
有
之
」

「
成
丈
簡
易
ニ
シ
テ
行
レ
安
キ
様
可
致
研
究
」
と
い
う
指
示
が
出
さ
れ
て
い註
３
８る
。

ま
た
、
桜
島
の
沖
に
浮
か
ぶ
沖
小
島
に
、
新
た
に
砲
台
が
築
造
さ
れ
た
が
、
天
山

流
砲
術
師
範
青
山
愚
痴
が
担
当
し
た
も
の
で
、
小
口
径
の
和
式
砲
を
置
い
た
程
度

の
も
の
で
あ
っ
た
。
新
波
止
砲
台
に
関
し
て
も
、
前
述
の
様
に
物
主
川
上
右
膳
が

「
砲
門
な
し
に
涯
々
御
築
直
し
有
之
度
御
座
候
」
と
願
い
出
て
い
た註
３
９が
、「
薩
英
戦

争
絵
巻
」
で
は
、
備
砲
が
旧
式
砲
架
の
ま
ま
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
改
造
は
お
こ

な
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

祇園之洲砲台（尚古集成館蔵「薩英戦争絵巻」）
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野
戦
砲
四
門
、
七
百
戔
野
戦
砲
一
門
が
あ
っ
た
と
、
弁
天
波
止
砲
台
図
に
は
「
長

凡
百
二
十
間
、
横
幅
八
間
、
高
水
面
ヨ
リ
二
間
半
、
備
砲
ノ
義
ハ
製
造
中
ノ
由
ニ

テ
未
タ
無
之
候
事
」
と
注
記
が
あ
る
。
ま
た
天
保
山
砲
台
は
台
場
備
砲
と
し
て

「
七
百
目
野
砲
、
十
五
ド
イ
ム
モ
ル
チ
ー
ル
、
六
封
土
カ
ノ
ン
等
之
由
」
と
あ
り
、

祇
園
之
洲
砲
台
に
つ
い
て
は
備
砲
等
の
記
載
は
な
い
。

　

翌
安
政
五
年
三
月
、
カ
ッ
テ
ィ
ン
デ
ィ
ー
ケ
ら
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
オ
ラ
ン
ダ

人
教
官
た
ち
が
、
幕
府
軍
艦
咸
臨
丸
に
乗
船
し
て
鹿
児
島
を
訪
れ
た
。
カ
ッ
テ
ィ

ン
デ
ー
ケ
は
「
鹿
児
島
の
市
街
地
は
高
い
類
壁
に
囲
ま
れ
た
一
連
の
砲
台
の
後
方

に
つ
ら
な
る
平
野
に
あ
る
」「
岩
石
で
造
ら
れ
た
波
止
場
、
無
数
の
銃
眼
」「
鹿
児

島
の
備
え
は
ゆ
き
と
ど
い
て
い
る
」と
高
く
評
価
し
、「
月
ノ
砲
台
」の
様
子
を「
こ

の
砲
台
の
周
壁
は
土
で
作
り
、
そ
の
表
面
を
石
で
畳
ん
で
あ
る
。
砲
は
二
十
四
ポ

ン
ド
か
ら
百
五
十
ポ
ン
ド
ま
で
の
各
種
の
も
の
が
二
十
門
据
え
付
け
ら
れ
て
あ

る
。
そ
の
う
ち
百
五
十
ポ
ン
ド
の
パ
イ
ア
ン
砲
（
ペ
キ
サ
ン
ス
砲
か
）
は
す
こ
ぶ

る
綺
麗
に
鋳
上
げ
ら
れ
て
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い註
３
４る
。『
新
納
久
仰
雑
譜
』
に
は

「
祇
園
之
洲
台
場
へ
上
陸
、
細
々
蘭
人
等
へ
委
敷
見
セ
」
と
あ
る
の
で
、「
月
ノ
砲

台
」
と
は
祇
園
之
洲
砲
台
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
時
、
斉
彬
は
鹿
児
島
の
防
衛
体
制
に
つ
い
て
オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
に
意
見
を

求
め
、
オ
ラ
ン
ダ
人
側
は
、
桜
島
沖
の
神
瀬
に
八
稜
形
、
桜
島
洗
出
（
赤
水
）
に

三
稜
形
、
砂
揚
場
（
天
保
山
）
に
六
稜
形
の
砲
台
を
築
き
、
三
ヶ
所
か
ら
挟
撃
で

き
る
よ
う
に
す
べ
き
と
ア
ド
バ
イ
ス
し註
３
５た
。
斉
彬
は
こ
れ
を
容
れ
、
ま
ず
神
瀬
で

砲
台
建
設
に
着
手
し
た
。
二
ヶ
月
後
、
カ
ッ
テ
ィ
ン
デ
ィ
ー
ケ
は
神
瀬
で
工
事
が

始
ま
っ
て
い
る
の
を
見
て
「（
岩
礁
の
）
一
部
が
岩
で
固
め
ら
れ
、
そ
れ
が
水
上

保
塁
に
な
る
の
だ
と
聞
か
さ
れ
た
時
の
我
々
の
驚
き
た
ら
な
か
っ
た
」「
こ
ん
な

に
も
早
く
、こ
れ
ほ
ど
費
用
も
掛
か
る
で
あ
ろ
う
大
事
業
が
実
施
さ
れ
よ
う
と
は
、

ま
た
我
々
の
言
が
こ
れ
ほ
ど
尊
重
さ
れ
よ
う
と
は
、
全
然
予
想
も
し
な
か
っ
た
」

と
驚
い
て
い註
３
６る
。
し
か
し
、
そ
の
二
ヶ
月
後
、
安
政
五
年
七
月
斉
彬
が
急
死
し
た
。

急
激
な
近
代
化
・
工
業
化
に
批
判
的
で
あ
っ
た
前
藩
主
島
津
斉
興
が
実
権
を
握
り
、

斉
彬
が
興
し
た
集
成
館
事
業
を
大
幅
に
縮
小
さ
せ
た
。
砲
台
整
備
砲
事
業
も
そ
の

例
外
で
は
な
く
、
神
瀬
砲
台
の
築
造
は
中
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
斉
彬
は
、
亡
く
な
る
前
、
砲
台
の
改
造
に
も
取
り
組
ん
で
い
た
。
新
納

の
日
記
、
安
政
五
年
四
月
二
十
六
日
の
条
に
「
新
橋
下
台
場
（
新
波
止
砲
台
）
之

儀
ニ
付
、別
テ
御
趣
意
違
之
筋
ニ
テ
大
形
之
至
致
取
扱
候
旨
御
叱
リ
承
知
仕
」
と
、

ま
た
斉
彬
の
死
後
だ
が
安
政
五
年
十
一
月
五
日
に
「
祇
園
ノ
洲
砲
台
当
分
修
復

中
」、
同
年
十
二
月
四
日
「
祇
園
之
洲
台
場
当
分
御
修
甫
、
尤
此
節
ハ
砲
門
ナ
シ

ニ
御
築
立
相
成
、
今
日
迄
ニ
大
体
之
成
就
」
と
あ
る
。
新
波
止
で
は
斉
彬
の
指
示

と
違
っ
た
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
が
、
詳
細
は
不
明
。
祇
園
之

洲
砲
台
の
「
砲
門
ナ
シ
ニ
」
と
い
う

の
は
、
文
久
三
年
、
新
波
止
砲
台
の

物
主
（
指
揮
官
）
川
上
右
膳
が
「
異

船
掛
場
に
依
て
は
、
過
半
其
砲
門

に
不
掛
も
有
之
」「
台
場
砲
門
相
廃

し
、
弁
天
波
戸
同
様
土
手
築
、
砲
門

な
し
に
涯
々
御
築
直
し
有
之
度
御
座

候
」
と
、
砲
門
が
射
界
を
遮
る
の
で

撤
去
し
て
土
手
に
造
り
直
し
て
欲
し

い
と
願
い
出
て
お註
３
７り
、
祇
園
之
洲
で

も
同
様
な
理
由
で
改
造
が
行
わ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
祇
園
之

洲
砲
台
の
改
造
は
、
キ
ス
ト
砲
架
を

採
用
し
た
こ
と
に
伴
う
も
の
と
思
わ

新波止砲台（尚古集成館蔵「薩英戦争絵巻」）
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た
新
型
の
砲
架
で
あ
る
。
端

軸
要
塞
砲
と
言
わ
れ
る
も
の

で
、砲
架
の
前
方
を
固
定
し
、

後
方
に
横
向
き
の
車
輪
を
着

け
た
も
の
で
、
砲
架
後
方
を

押
し
て
狙
い
を
定
め
る
。
弾

丸
を
発
射
す
る
と
反
動
で
上

部
構
造
物
が
後
ろ
に
ス
ラ
イ

ド
し
、
そ
れ
を
前
に
押
し
返

し
て
発
射
位
置
に
戻
す
た
め

の
大
き
な
車
輪
状
の
ハ
ン
ド

ル
が
付
い
て
い
る
。
明
治
五

年
に
撮
影
さ
れ
た
磯
地
区
や

祇
園
之
洲
砲
台
の
写
真
に

写
っ
て
い
る
大
砲
は
、
す
べ
て
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
百
五
十
ポ
ン
ド
ボ
ン
カ
ノ

ン
は
、
弾
丸
重
量
百
五
十
ポ
ン
ド
（
約
六
十
八
キ
ロ
）、
幕
末
期
、
日
本
最
大
級

の
大
砲
で
あ
っ
た
。
靖
国
神
社
の
境
内
に
薩
摩
藩
が
鋳
造
し
た
青
銅
製
百
五
十
ポ

ン
ド
ボ
ン
カ
ノ
ン
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。こ
の
砲
は
、砲
身
長
約
四
・
五
メ
ー
ト
ル
、

砲
重
量
四
・
八
ト
ン
に
達
す
る
。

　

安
政
四
年
、
前
述
の
よ
う
に
福
井
藩
士
阿
部
ら
が
鹿
児
島
を
訪
れ
て
い
る
。
阿

部
等
は
薩
摩
藩
領
内
に
十
六
ヶ
所
の
砲
台
が
あ
り
「
就
中
、
弁
天
洲
・
新
波
戸
・

祇
園
洲
要
害
第
一
ノ
場
所
故
、
大
砲
モ
皆
壮
大
」
と
記
し
、
弁
天
波
止
砲
台
の
様

子
を
「
此
所
ハ
不
残
石
ニ
テ
築
キ
」「
八
十
斤
暴
母
迦
炳
（
ボ
ン
ベ
カ
ノ
ン
）
八

門
、
三
十
六
斤
暴
母

十
二
門
」、
新
波
止
砲
台
の
様
子
を
「
弁
天
洲
同
様
惣
石

垣
」「
大
砲
全
備
ニ
不
相
成
、
当
今
仮
ニ
」「
二
十
拇
天
砲
二
座
、
三
十
六
斤
暴
母

一
門
、
十
五
拇
長

二
門
、
新
製
十
二
斤

四
門
、
七
百
目

擬
製
一
門
」
と
、

祇
園
之
洲
砲
台
を
「
束
柴
ヲ
以
テ
築
キ
」「
側
面
・
裏
面
ノ
外
前
面
・
上
面
ハ
柴

ヲ
植
へ
」「
八
十
斤
暴
母

三
門
、
三
十
六
斤
暴
母

三
門
、
二
十
四
斤
長

一

門
、
十
二
斤
長

三
門
」「
全
備
ノ
上
ハ
百
五
十
封
度
一
門
」「
既
ニ
砲
台
中
ニ

在
」
と
、
大
門
口
砲
台
を
「
祇
園
洲
同
様
柴
束
ヲ
以
テ
造
リ
」「
二
十
九
拇
天
砲

一
座
、
二
十
拇
天
砲
一
座
、
八
十
斤
暴
母

一
門
、
二
十
四
斤
迦
炳
同
、
十
八
斤

同
、
三
十
六
斤
暴
母

二
門
、
二
十
拇
和
微
砲
一
門
」「
二
十
九
寸
及
ヒ
二
十
寸

ノ
天
砲
ハ
皆
鉄
台
ニ
テ
見
事
」
と
、
そ
し
て
「
毎
炮
台
火
薬
庫
ア
リ
、
原
法
ノ
如

ク
穴
蔵
ナ
リ
、
内
郭
広
二
間
半
ニ
二
間
、
高
七
尺
許
」
と
記
し
て
い註
３
２る
。

　

ま
た
同
年
七
月
、
千
住
大
之
助

ら
佐
賀
藩
士
が
鹿
児
島
を
訪
れ

「
薩
州
見
取
絵
図
」
を
書
き
残
し

て
い
る
。
そ
の
中
に
新
波
止
と
弁

天
波
止
砲
台
の
図
が
あ註
３
３り
、「
天

保
山
調
練
場
」
図
に
天
保
山
砲
台

が
、「
鋳
製
方
」
図
に
祇
園
之
洲

砲
台
が
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
。

　

新
波
止
砲
台
の
図
に
は
「
台
場

長
凡
六
十
間
、
幅
八
間
、
水
面
ヨ

リ
高
二
間
半
、
砲
眼
ヨ
リ
砲
眼

迄
四
間
」
で
、「
当
分
仮
備
」
と

し
て
二
十
拇
モ
ル
チ
ー
ル
二
門
、

十
二
拇
長
ホ
ー
ウ
ィ
ツ
エ
ル
一

門
、
ペ
キ
サ
ン
ス
形
三
十
六
ポ
ン

ド
ボ
ン
カ
ノ
ン
二
門
、
六
ポ
ン
ド

キスト砲架の大砲
（北海道大学附属図書館蔵「函館戦争日記」）

弁天波止砲台図（佐賀県武雄市蔵「薩州鹿児島見取絵図」）
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鹿
児
島
城
下
の
南
部
、
川
尻
砂
揚
場
（
天
保
山
）・
洲
崎
宇
都
浜
（
大だ
い

門も
ん

口ぐ
ち

）
に

砲
台
を
建
設
す
る
よ
う
命
じ
ら註
１
７れ
、
天
保
山
砲
台
は
六
月
十
七
日
に
落
成
し註
１
８た
。

さ
ら
に
、
安
田
等
は
同
年
六
月
か
ら
翌
嘉
永
四
年
三
月
に
か
け
て
、
串
木
野
羽
島
・

指
宿
知
林
島
・
垂
水
・
内
之
浦
・
桜
島
・
久
志
・
秋
目
・
出
水
・
阿
久
根
な
ど
領

内
各
地
で
砲
台
を
築
い
て
い註
１
９る
。

　
　

斉
彬
時
代
の
砲
台
整
備
事
業

　

嘉
永
四
年
二
月
、
島
津
斉
彬
が
藩
主
に
就
任
し
た
。
五
月
に
は
藩
主
と
し
て
は

じ
め
て
帰
国
し
、
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
薩
摩
半
島
を
視
察
し
た
。
そ
の
際

坊
津
・
枕
崎
・
頴え

い娃
石
垣
・
山
川
湊
・
指
宿
大
山
崎
等
の
砲
台
を
視
察註
２
０し
、
翌
五

年
、
成
田
正
右
衛
門
・
田
原
直
助
に
洋
式
築
城
書
を
参
考
に
各
地
の
砲
台
を
改
造

す
る
よ
う
に
命
じ註
２
１た
。
な
お
、
斉
興
時
代
に
砲
台
築
造
に
活
躍
し
た
安
田
助
左
衛

門
は
、
斉
彬
時
代
の
資
料
に
そ
の
名
を
見
な
く
な
る
。
斉
彬
が
嫌
っ
て
い
た
調
所

に
近
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

斉
彬
時
代
、最
初
に
完
成
し
た
の
は
大
門
口
砲
台
で
あ
っ
た
。
嘉
永
五
年
の「
総

覧
」
十
二
月
二
十
七
日
の
項
に
「
大
門
口
洲
崎
新
射
場
ノ
前
海
岸
ヲ
埋
メ
、
砲
台

ヲ
築
メ
玉
フ
、
大
門
口
砲
台
ト
唱
フ
」
と
あ註
２
２り
、
嘉
永
六
年
一
月
十
二
日
、
家
老

の
島
津
豊
後
・
新
納
久
仰
ら
が
完
成
し
た
砲
台
を
見
分
し
に
行
っ
て
い註
２
３る
。
こ
の

大
門
口
砲
台
が
、
嘉
永
三
年
に
安
田
等
が
築
造
を
命
じ
ら
れ
た
洲
崎
宇
都
浜
（
大

門
口
）
の
こ
と
か
定
か
で
は
な
い
。
大
門
口
砲
台
に
つ
い
て
は
、
嘉
永
六
年
の

「
藩
内
事
跡
総
覧註

」２
４

三
月
二
十
二
日
の
項
に
も
「
大
門
口
屋
久
島
蔵
ヲ
城
下
築

地
御
茶
屋
趾
ニ
移
シ
、
其
趾
ニ
砲
台
ヲ
築
ク
」
と
あ
る
。
斉
彬
は
、
時
に
は
砲
台

全
体
を
取
り
壊
し
て
改
築
を
命
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う註
２
５が
、
大
門
口
砲
台
も

移
設
あ
る
い
は
大
規
模
な
改
造
が
行
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
藩
内
事
跡
総
覧
」
に
は
、
三
月
二
十
九
日
「
今
和
泉
郷
（
現
指
宿
市
）

ニ
砲
台
ヲ
築
キ
、
大
砲
数
門
ヲ
備
へ
」、
七
月
十
日
「
小
舟
ニ
召
シ
テ
、
下
町
海

岸
其
他
新
築
ノ
砲
台
ヲ
覧
玉
フ
」、
七
月
二
十
七
日
「
祇
園
洲
埋
地
ニ
砲
台
築
造

ヲ
命
シ
玉
フ
」、
十
月
二
十
四
日
「
祇
園
洲
及
ヒ
下
町
新
波
戸
両
砲
台
ヲ
巡
視
シ

玉
ヒ
、
構
造
ノ
精
粗
親
覧
セ
ラ
レ
、
尋
テ
砲
発
試
験
セ
シ
ム
」、
閏
十
月
二
十
四

日
「
公
小
舟
ニ
架
シ
テ
、
各
砲
台
ヲ
洋
中
ヨ
リ
覧
玉
ヒ
、
後
祇
園
洲
及
ヒ
新
波
戸

ニ
莅
マ
レ
、
砲
発
試
験
ヲ
覧
玉
フ
」
と
あ
る
。
祇
園
之
洲
砲
台
は
嘉
永
六
年
十
月

に
成
就註
２
６し
、
新
波
止
砲
台
は
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
八
月
に
完
成
、
同
月

二
十
四
日
、
新
納
久
仰
ら
が
「
成
就
見
分
」
を
し
に
行
っ
て
い註
２
７る
。
ま
た
、
嘉
永

六
年
九
月
、
江
戸
で
も
海
に
面
し
た
高
輪
藩
邸
・
田
町
藩
邸
に
砲
台
を
設
置
し

た
い
と
幕
府
に
願
い
出
て
、
そ
の
許
可
を
得
て
砲
台
を
設
置
し
て
い註
２
８る
。
な
お
、

『
薩
藩
海
軍
史
』
に
は
、
弁
天
波
止
砲
台
も
新
波
止
砲
台
と
同
時
に
落
成
し
た
と

あ
る註
２
９が
、
安
政
四
年
四
月
か
ら
同
閏
五
月
頃
に
薩
摩
藩
の
近
代
化
の
様
子
を
視
察

し
た
福
井
藩
士
阿
部
又
三
郎
ら
は
「
弁
天
洲
砲
台
未
タ
成
就
ニ
及
ス
」
と
記
し
て

い註
３
０る
。

　

こ
の
よ
う
に
砲
台
整
備
は
着
々
と
進
み
、
こ
れ
と
並
行
し
て
新
型
砲
の
鋳
造
・

改
良
も
進
め
ら
れ
た
。
新
納
の
日
記
で
も
「
五
十
封
度
鉄
台
も
此
節
出
来
、
今
日

初
而
打
方
有
之
」（
安
政
二
年
二
月
十
日
）、「
中
之
塩
屋
江
大
砲
試
打
見
分
ニ
差

越
候
」「
大
砲
は
キ
ス
ト
台
新
製
相
成
、
此
節
初
而
之
打
方
」（
安
政
三
年
七
月
三

日
）、「
中
之
塩
屋
へ
百
五
十
封
度
試
打
有
之
」「
百
五
十
封
度
ハ
初
テ
御
出
来
相

成
珍
敷
物
」「
余
国
ニ
テ
モ
イ
マ
タ
壱
弐
ヶ
所
出
来
相
成
居
、
此
御
方
ニ
テ
ハ
江

戸
へ
一
挺
出
来
相
成
居
、
爰
元
ニ
テ
ハ
此
節
初
テ
ノ
御
製
造
」（
安
政
四
年
五
月

十
六
日
）
と
、
砲
台
の
備
砲
の
強
化
・
改
良
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な註
３
１る
。

　

な
お
「
五
十
封
度
鉄
台
」
は
五
十
ポ
ン
ド
旧
砲
の
砲
架
を
鉄
で
造
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
キ
ス
ト
砲
架
と
は
、
ボ
ン
カ
ノ
ン
な
ど
大
型
の
台
場
砲
に
用
い
ら
れ



－ 139 －

さ
せ註

６た
。

　

続
い
て
、
弘
化
四
年
七
月
、
安
田
お
よ
び
成
田
正
右
衛
門
・
竹
下
清
右
衛
門
・

地
方
検
者
伊
地
知
三
之
助
を
佐
多
・
小
根
占
（
現
南
大
隅
町
）
に
派
遣
し
砲
台
を

築
か
せ
た
。
安
田
ら
は
七
月
二
十
三
日
に
赴
任
し
、
八
月
十
一
日
に
は
鹿
児
島
に

戻
っ
て
い註

７る
。
極
め
て
短
期
間
で
完
成
し
て
お
り
、
天
保
十
五
年
に
築
造
さ
れ
た

松
山
台
場
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
簡
単
な
構
造
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ

の
時
造
ら
れ
た
小
根
占
砲
台
は
、
嘉
永
元
年
二
月
、
斉
興
が
、
十
二
斤
砲
・
七
百

目
砲
の
遠
撃
を
視
察
し
た
小
根
占
辺
田
村
海
岸
の
砲註

８台
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
当
初

か
ら
小
型
の
洋
式
砲
が
配
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
そ
の

跡
は
南
大
隅
町
辺
田
の
台
場
公
園
に
あ
る
が
、
現
存
す
る
石
垣
な
ど
は
文
久
二

年
（
一
八
六
二
）
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
の
来
航
に
備
え
て
強
化
さ
れ
た
際
の
も
の
だ
と

い註

９う
。

　

な
お
、
工
事
を
担
当
し
た
安
田
は
、
弘
化
元
年
フ
ラ
ン
ス
艦
が
那
覇
に
来
航
し

た
際
、
そ
の
対
処
の
た
め
用
人
二
階
堂
行
建
ら
と
と
も
に
琉
球
に
渡
海
を
命
じ
ら

れ
た
人
物註
１
０で
、
琉
球
か
ら
戻
っ
た
後
は
、
調
所
に
藩
士
た
ち
の
軍
役
負
担
を
明
確

に
す
る
た
め
給
地
高
改
正
と
軍
制
改
革
を
進
言
し
、
そ
の
掛
と
な
っ
て
い註
１
１た
。
そ

の
関
係
で
斉
興
時
代
は
砲
台
建
設
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
成
田
は
前
述
の
よ
う
に
御
流
儀
師
範
。
田
原
直
助
・
竹
下
清
右
衛
門
は
そ
の

門
人
で
、
と
も
に
鋳
製
方
に
出
仕
し
て
い
た
。
嘉
永
三
年
、
天
保
山
で
八
十
ポ
ン

ド
砲
の
試
射
が
行
わ
れ
た
際
、
藩
主
斉
興
が
「
打
ち
方
致
す
も
の
は
、
清
右
衛
門
・

直
助
両
人
の
ほ
か
こ
れ
な
し
」
と
語
る
ほ
ど
の
腕
前
で
あ
っ
た
と
い註
１
２う
。
ま
た
、

田
原
は
斉
彬
時
代
も
大
砲
鋳
造
・
砲
台
築
造
、
洋
式
船
建
造
な
ど
で
活
躍
し
た
。

竹
下
は
調
所
の
縁
者
で
（
調
所
の
生
母
が
竹
下
家
の
出
）、
斉
彬
時
代
は
江
戸
藩

邸
で
の
砲
台
築
造
に
従
事
し
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）、
前
水
戸
藩
主
徳
川
斉

昭
に
請
わ
れ
て
水
戸
に
赴
き
那
珂
湊
反
射
炉
の
建
設
に
従
事
、
斉
彬
の
没
後
、
安

政
六
年
に
帰
国
し
て
い
る
。
元
治
元
年（
一
八
六
四
）か
ら
集
成
館
機
械
工
場（
現

尚
古
集
成
館
本
館
、
重
要
文
化
財
）
の
建
設
に
取
り
組
み
、
維
新
後
は
陸
軍
に
出

仕
（
砲
兵
大
尉
）
し
て
い
る
。
法
亢
六
左
衛
門
は
不
詳
。
弘
化　

四
年
十
月
、
調

所
が
軍
役
方
取
調
掛
に
命
じ
た
六
名
の
中
に「
御
作
事
奉
行
見
習
法
亢
六
左
衛
門
」

の
名
が
見
え註
１
３る
。

　

翌
嘉
永
元
年
に
は
、
藩
主
斉
興
が
大
隅
巡
視
に
赴
い
て
お
り
、
そ
の
途
中
、
二

月
六
日
に
福
山
牧
場
（
現
霧
島
市
）
に
於
い
て
砲
術
訓
練
を
視
察
し
て
い
る
。
そ

の
際
使
用
さ
れ
た
の
は
、
五
十
斤
臼
砲
一
、十
六
斤
臼
砲
二
、十
五
吋
忽
砲
二
、

二
十
四
斤
野
戦
重
砲
二
、十
八
斤
野
戦
重
砲
二
、十
二
斤
野
戦
重
砲
二
、六
斤
野
戦

重
砲
二
、七
百
目
野
戦
砲
十
、五
百
目
野
戦
砲
十
五
、
ゲ
ベ
ー
ル
銃
隊
十
二
隊
（
一

隊
九
十
六
名
）、
天
山
流
銃
手
百
二
十
名
（
十
匁
火
縄
銃
）、
同
百
目
野
砲
六註
１
４で
、

順
調
に
洋
式
砲
の
鋳
造
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
五
十
斤
臼
砲
や

二
十
四
斤
野
戦
重
砲
は
運
搬
に
牛
数
頭
を
要
す
る
巨
砲
だ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
斉

興
は
、
そ
の
五
十
斤
臼
砲
を
根
占
砲
台
の
備
砲
と
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

　

嘉
永
三
年
に
は
、
鋳
製
方
で
八
十
ポ
ン
ド
ボ
ン
カ
ノ
ン
砲
が
完
成
し註
１
５た
。
こ
れ

は
重
量
が
八
十
ポ
ン
ド
（
約
三
十
六
キ
ロ
）
の
弾
丸
を
打
ち
出
す
こ
と
が
出
来
る

巨
砲
で
あ
る
。
安
政
元
年
、
佐
賀
藩
士
本
島
藤
太
夫
が
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
将
校
ハ

ビ
ュ
ー
ス
に
大
砲
に
つ
い
て
質
問
し
た
際
、
ハ
ビ
ュ
ー
ス
は
「
六
十
ポ
ン
ド
以
上

の
ペ
キ
サ
ン
ス
ボ
ム
加
農
の
方
有
効
な
り
、
六
十
ポ
ン
ド
ボ
ム
弾
は
一
発
に
て
よ

く
敵
艦
を
撃
沈
す
、
八
十
ポ
ン
ド
以
上
は
其
功
愈
々
顕
著
な
り
」
と
答
え
た
と

い註
１
６う
。
西
欧
で
軍
艦
攻
撃
に
有
効
と
い
わ
れ
る
レ
ベ
ル
の
大
砲
鋳
造
に
成
功
し
た

薩
摩
藩
は
、
砲
台
建
設
を
本
格
化
さ
せ
て
い
く
。

　

ま
ず
、
正
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
安
田
・
成
田
・
田
原
お
よ
び
上
野
彦
助
が
、

薩
摩
藩
領
の
西
端
に
位
置
す
る
長
島
か
ら
東
端
に
位
置
す
る
志
布
志
に
至
る
ま
で

の
海
岸
を
視
察
し
砲
台
建
設
予
定
地
を
選
定
し
て
い
る
。
四
月
に
は
安
田
等
が
、
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に
強
い
衝
撃
を
与
え
た
。
日
本
で
も
西
欧
列
強
の
進
出
に
対
す
る
危
機
感
が
高

ま
っ
た
が
、
薩
摩
藩
の
場
合
、
そ
れ
が
現
実
問
題
と
し
て
降
り
か
か
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。

　

ま
ず
、
ア
ヘ
ン
戦
争
の
翌
年
、
天
保
十
四
年
、
イ
ギ
リ
ス
艦
が
琉
球
八
重
山
・

宮
古
島
に
来
航
し
、
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
命
令
と
称
し
て
測
量
を
強
行
し
て
い
っ

た
。
翌
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
に
は
フ
ラ
ン
ス
艦
が
那
覇
に
来
航
し
て
通
商
を

求
め
、
こ
れ
以
後
毎
年
の
よ
う
に
西
欧
列
強
の
艦
船
が
来
航
し
、
薩
摩
藩
は
そ
の

対
応
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

西
欧
と
日
本
の
軍
事
力
の
差
を
認
識
し
て
い
た
薩
摩
藩
は
、
琉
球
王
府
に
対

し
、
も
し
戦
争
に
な
っ
た
ら
「
三
・
四
歳
之
童
子
を
以
相
撲
取
等
え
相
手
為
致
候

も
同
然
」
で
勝
ち
目
は
な
く
、「
少
も
武
器
を
不
動
、
異
国
人
共
申
出
之
機
変
ニ

応
し
、
弁
話
を
以
申
諭
候
様
」
と註
２

、
交
渉
を
通
じ
て
穏
便
に
退
去
さ
せ
る
よ
う
に

指
示
す
る
と
と
も
に
、
国
元
で
は
西
欧
と
軍
事
力
の
差
を
縮
め
る
べ
く
、
西
欧
の

科
学
技
術
を
導
入
し
て
近
代
化
事
業
に
着
手
し
た
。

　

斉
興
ら
は
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）、
上か
ん

町ま
ち

向
築
地
（
現
鹿
児
島
市
浜
町
・

石
橋
公
園
一
帯
）
に
青
銅
砲
・
燧
石
銃
を
製
造
す
る
鋳い

製せ
い

方ほ
う

を
、
中
村
（
同
鴨
池
）

に
理
化
学
薬
品
の
研
究
・
製
造
を
お
こ
な
う
中
村
製
薬
館
を
創
設
、
こ
れ
と
並
行

し
て
山
川
・
佐
多
・
根
占
・
鹿
児
島
な
ど
沿
岸
部
要
衝
に
砲
台
を
築
い
て
防
衛
体

制
を
固
め
た
。
ま
た
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
頃
、
滝た
き

之の

上か
み

火
薬
製
造
所
の
製

法
を
洋
式
に
改
め
る
な
ど
の
改
革
を
お
こ
な
っ
た
。

　

嘉
永
四
年
、
薩
摩
藩
主
に
就
任
し
た
斉
彬
は
、
近
代
化
の
動
き
を
加
速
さ
せ
、

鹿
児
島
の
郊
外
・
磯
に
鉄
製
砲
を
鋳
造
す
る
た
め
の
反
射
炉
・
熔
鉱
炉
・
鑽
開
台

を
建
設
、
そ
の
周
囲
に
ガ
ラ
ス
工
場
や
蒸
気
機
関
研
究
所
を
建
て
、
こ
れ
ら
の
工

場
群
を
「
集
成
館
」
と
命
名
し
た
。
そ
し
て
、「
集
成
館
」
を
中
核
に
、造
船
・
造
砲
・

紡
績
・
ガ
ラ
ス
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
事
業
を
展
開
し
た
。

　
　

斉
興
時
代
の
砲
台
整
備
事
業

　
『
薩
藩
海
軍
史
』
に
、「
砲
台
の
創
設
は
、
斉
興
公
時
代
に
在
り
。
其
最
も
早
き

は
山
川
港
外
方
の
松
山
台
場
に
し
て
、
天
保
十
五
年
（
弘
化
元
年
）
砲
術
師
範
園

田
与
藤
次
等
命
を
奉
じ
て
築
造
せ
り
。
之
と
同
年
に
枕
崎
台
場
を
同
港
の
南
東
角

瀬
崎
に
築
造
し
た
り
」
と
あ註

３る
。『
斉
興
公
史
料
』
に
収
録
さ
れ
た
年
月
不
詳
の

「
封
内
沿
海
之
守
備
」
で
は
、
山
川
・
佐
多
（
現
南
大
隅
町
）
に
砲
台
が
築
か
れ

た
と
し
「
此
時
斉
興
公
山
川
・
佐
多
其
他
ノ
沿
海
ニ
砲
台
ヲ
築
カ
シ
ム
、
従
来
沿

海
ニ
砲
台
ノ
設
ナ
シ
、
当
時
築
造
シ
タ
ル
ヲ
初
メ
ト
ス
」「
従
来
兵
器
局
、
御
兵

具
所
ト
モ
唱
フ
ニ
備
フ
ル
処
ノ
大
砲
数
十
門
ア
リ
ト
雖
モ
、
悉
ク
旧
式
ノ
製
ニ
シ

テ
弾
量
、
鉛
弾
量
、
軽
小
三
四
貫
目
ヲ
最
大
ト
シ
、
海
防
ノ
用
ニ
適
セ
ス
、
茲
ニ

於
テ
大
小
砲
製
造
所
ヲ
創
設
シ
、
新
式
ノ
大
砲
ヲ
鋳
ン
コ
ト
ヲ
令
セ
ラ
レ
タ
リ
」

と
あ註

４る
。

　

薩
摩
藩
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
、
そ
れ
に
続
く
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
艦
の
来
航
で

危
機
感
を
強
め
、
砲
台
建
設
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
構
造
・
備
砲
は
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
よ
り
先
、
幕
府
や
盛
岡
・
弘
前
藩
な
ど
が
、
ロ
シ
ア
船
の

来
航
や
江
戸
湾
へ
の
外
国
船
進
入
を
防
ぐ
た
め
に
築
い
た
砲
台
は
、
主
に
一
貫
目

以
下
の
和
式
砲
を
一
～
数
門
程
度
備
え
、
胸
墻
も
な
い
簡
単
な
造
り
で
あ
っ
た
と

い註

５う
。
薩
摩
藩
の
松
山
台
場
な
ど
も
同
じ
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

弘
化
三
年
に
鋳
製
方
が
創
設
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
砲
台
建
設
も
盛
ん
に

な
っ
て
く
る
。
ま
ず
同
年
十
月
、
世
子
斉
彬
が
南
薩
を
巡
見
し
砲
台
建
設
候
補
地

を
視
察
し
た
。
翌
弘
化
四
年
五
月
に
は
、
家
老
調
所
広
郷
も
側
近
の
安
田
助
左
衛

門
を
伴
っ
て
山
川
・
指
宿
の
砲
台
建
設
予
定
地
を
視
察
し
て
い
る
。
調
所
は
、
さ

ら
に
砲
術
師
範
の
成
田
正
右
衛
門
・
田
原
直
助
に
も
予
定
地
検
分
を
命
じ
、
安
田

お
よ
び
法ほ
う

亢が

六
左
衛
門
・
地
方
検
者
中
島
藤
兵
衛
を
掛
に
任
じ
て
、
六
月
朔
日
に

指
宿
大
山
崎
な
ら
び
に
山
川
権
現
ヶ
尾
で
砲
台
建
設
に
着
手
、
同
月
九
日
に
成
就
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ボ
ン
ベ
カ
ノ
ン
、
ボ
ン
カ
ノ
ン

と
も
呼
ば
れ
た
。
ボ
ン
ベ
ン
弾

と
い
う
破
裂
弾
（
榴
弾
。
炸
薬

が
詰
め
ら
れ
爆
発
す
る
弾
）
を

発
射
で
き
る
大
口
径
カ
ノ
ン

砲
。カ
ノ
ン
砲
は
砲
身
が
長
く
、

主
に
仰
角
十
五
度
以
下
の
平
射

弾
道
に
よ
る
遠
距
離
射
撃
用
大

砲
で
、
海
岸
防
御
の
主
力
砲
で

あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
大
砲
は
、
ま
ず
日

本
の
在
来
技
術
で
鋳
造
が
可
能

な
青
銅
砲
と
し
て
製
造
さ
れ
、

一
八
五
〇
年
代
に
は
、
反
射
炉

な
ど
を
用
い
て
鉄
製
砲
の
鋳
造

が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
大
砲
が
砲
台
に
配
備
さ
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

薩
摩
藩
領
へ
の
外
国
船
来
航
と
軍
備
の
強
化

　

西
欧
諸
国
の
艦
船
の
多
く
は
、
十
六
世
紀
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
同
様
、
東
南
ア
ジ

ア
か
ら
北
上
し
て
中
国
・
日
本
を
目
指
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
薩
摩
藩
は
日
本

の
他
地
域
よ
り
も
早
く
西
欧
の
艦
船
と
接
触
し
た
。

　

ペ
リ
ー
艦
隊
の
浦
賀
来
航
よ
り
約
三
十
年
前
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
は

薩
摩
藩
領
の
宝
島
（
現
鹿
児
島
県
十
島
村
）
で
、
牛
を
強
奪
し
た
イ
ギ
リ
ス
船
員

と
島
役
人
が
銃
撃
戦
を
交
え
、船
員
一
名
を
射
殺
す
る
と
い
う
事
件
（
宝
島
事
件
）

が
起
こ
っ
た
。
事
件
後
、
薩
摩
藩
は
島
津
権
五
郎
久
兼
ら
二
百
八
十
名
余
り
を
宝

島
に
派
遣
、
約
一
ヶ
月
間
警
備
に
当
た
ら
せ
る
と
と
も
に
、
射
殺
し
た
船
員
の
死

体
を
添
え
て
、
事
件
の
あ
ら
ま
し
を
長
崎
奉
行
に
報
告
し
た
。
こ
の
年
、
水
戸
藩

領
の
大
津
浜
（
現
北
茨
城
市
）
に
も
武
装
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
船
員
が
上
陸
し
て
問

題
を
起
こ
し
て
お
り
、
両
事
件
の
報
告
を
受
け
た
幕
府
は
、
翌
文
政
八
年
、
無
二

念
打
払
令
（
異
国
船
打
払
令
）
を
交
付
し
て
、
外
国
船
は
見
つ
け
次
第
、
打
ち
払

う
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
無
二
念
打
払
令
に
関
わ
る
事
件
も
薩
摩
藩
領
で
起
こ
っ
た
。
天

保
八
年
の
モ
リ
ソ
ン
号
事
件
で
あ
る
。
モ
リ
ソ
ン
号
は
ア
メ
リ
カ
の
商
船
で
、
マ

カ
オ
で
日
本
人
漂
流
民
を
乗
せ
て
浦
賀
に
来
航
し
た
。
漂
流
民
送
付
を
名
目
に
交

渉
に
臨
み
、
日
本
側
か
ら
通
商
許
可
を
得
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
浦
賀
奉
行
所
は

無
二
念
打
払
令
に
基
づ
き
モ
リ
ソ
ン
号
を
砲
撃
し
た
。
こ
の
た
め
モ
リ
ソ
ン
号
は

入
港
を
諦
め
、
次
に
鹿
児
島
湾
の
入
口
に
位
置
す
る
山や
ま

川が
わ

（
現
指
宿
市
）
に
来
航

し
た
。
薩
摩
藩
も
城
代
家
老
島
津
久
風
（
日
置
家
）
を
山
川
に
派
遣
、
幕
命
に
従

い
砲
撃
を
加
え
て
追
い
払
っ
た（
モ
リ
ソ
ン
号
事
件
）。
た
だ
し
す
べ
て
空
砲
だ
っ

た
と
い註

１う
。

　

モ
リ
ソ
ン
号
事
件
で
、海
防
体
制
強
化
の
必
要
性
を
感
じ
た
薩
摩
藩
主
斉
興
は
、

翌
天
保
九
年
、
家
臣
鳥
居
平
八
・
平
七
兄
弟
を
長
崎
の
洋
式
砲
術
家
高
島
秋
帆
の

も
と
へ
派
遣
し
洋
式
砲
術
の
導
入
を
図
っ
た
。
平
八
は
長
崎
で
死
去
、
天
保
十
三

年
、
斉
興
は
高
島
流
の
砲
術
を
「
御
流
儀
砲
術
」
の
名
で
採
用
、
平
七
を
成
田
正

右
衛
門
と
改
名
さ
せ
、
御
流
儀
砲
術
師
範
と
し
た
。

　

ま
た
こ
の
間
、
一
八
四
〇
年
に
中
国
で
ア
ヘ
ン
戦
争
が
勃
発
し
た
。
ア
ジ
ア

最
大
・
最
強
と
目
さ
れ
て
い
た
清
国
は
、
西
欧
の
島
国
イ
ギ
リ
ス
に
完
敗
し
、

一
八
四
二
年
、
香
港
割
譲
な
ど
を
認
め
た
南
京
条
約
を
締
結
し
て
植
民
地
化
の
道

を
歩
み
始
め
た
。
そ
し
て
こ
の
情
報
は
逐
一
日
本
へ
も
伝
え
ら
れ
、
有
識
者
た
ち

百五十ポンドボンカノン（複製・仙巌園）
　百五十ポンドボンカノンは、幕末に日本で造られ
た最大級の大砲。
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鹿
児
島
県
内
に
は
、祇ぎ

園お
ん

之の

洲す

砲
台
跡
（
鹿
児
島
市
）
や
天て
ん

保ぽ

山ざ
ん

砲
台
跡
（
同
）・

新し
ん

波は

止と

砲
台
跡
（
同
・
重
要
文
化
財
）・
根ね

占じ
め

砲
台
跡
（
南
大
隅
町
）
な
ど
数
多

く
の
砲
台
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
容
お
よ
び
築
造
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
に

つ
い
て
は
、
藩
文
書
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
な
く
、『
斉
興
公
史
料
』『
斉
彬
公
史

料
』
な
ど
に
関
係
資
料
が
若
干
収
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
不
明
な
点
が
多
い
。

　

す
で
に
、
数
少
な
い
資
料
を
使
っ
て
『
薩
藩
海
軍
史
』
や
『
鹿
児
島
県
史
』
に

は
、
薩
摩
藩
が
築
造
し
た
砲
台
の
概
要
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
再
度
、
残
さ

れ
た
資
料
を
再
検
討
し
、
薩
摩
藩
の
砲
台
整
備
状
況
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

　
　

西
欧
列
強
の
進
出
と
大
砲
鋳
造

　

十
九
世
紀
、植
民
地
化
政
策
を
採
る
西
欧
列
強
が
東
ア
ジ
ア
に
進
出
し
て
き
た
。

こ
れ
に
強
い
危
機
感
を
感
じ
た
日
本
の
有
識
者
た
ち
は
、
西
欧
の
科
学
技
術
を
導

入
し
て
軍
備
の
強
化
・
近
代
化
に
着
手
し
た
。
こ
れ
が
日
本
の
近
代
化
の
は
じ
ま

り
で
あ
っ
た
。

　

日
本
の
有
識
者
た
ち
が
特
に
脅
威
と
感
じ
た
の
が
、
強
力
な
大
砲
を
多
数
装
備

し
、大
海
原
を
自
由
に
動
き
回
る
蒸
気
軍
艦
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
、

ま
ず
洋
式
砲
術
が
採
用
さ
れ
、
洋
式
砲
を
多
数
鋳
造
し
、
そ
れ
を
沿
岸
部
要
衝
に

築
い
た
砲
台
（
台
場
）
に
配
備
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
で
も
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
砲
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

�

モ
ル
チ
ー
ル
（m

ortier

）　

天
砲
。
い
わ
ゆ
る
砲
身
の
短
い
臼
砲
で
あ
る
。

焼
玉
や
炸
裂
弾
な
ど
を
大
射
角
で
発
射
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　

�

ホ
ー
ウ
ヰ
ツ
ス
ル
（houw

itser

）　

忽
砲
、
忽
微
砲
。
モ
ル
チ
ー
ル
よ
り
砲

身
が
や
や
長
い
小
型
砲
。
軽
量
に
よ
り
移
動
用
の
野
戦
砲
な
ど
に
用
い
ら
れ

た
。
平
射
、
曲
射
と
も
に
可
能
だ
っ
た
が
、
弾
丸
は
小
型
で
、
射
程
も
短
い
。

　
　

�

カ
ノ
ン
砲
（kanon

）　

加
農
砲
。
直
射
撃
（
真
っ
直
ぐ
に
射
撃
し
、
目
標

を
打
ち
抜
く
）
を
目
的
と
し
た
砲
。
比
較
的
射
程
も
長
か
っ
た
。

　
　

�

カ
ロ
ナ
ー
デ（carron

）　

カ
ル
ロ
ン
。
カ
ノ
ン
砲
の
一
種
。
艦
載
用
の
短
砲
。

�

ペ
キ
サ
ン
ス
砲
（paixhans

）　

百
幾
撤
私
砲
。
フ
ラ
ン
ス
の
海
将
ペ
キ
サ

ン
ス
が
一
八
二
〇
年
頃
に
発
明
し
た
榴
弾
用
カ
ノ
ン
砲
（bom

bekanon

）。

薩

摩

藩

の

砲

台

整

備

事

業

舶来大砲図　（佐賀城本丸歴史館蔵）　
上がモルチール、下がホーウヰツスル。




